
モデル②地域医療連携室が連携窓⼝

事前相談
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診療情報提供書に事前確認
チェックシート項⽬にある
内容を記載。必要に応じて
診断画像を事前郵送

情報共有
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＊⼊院中でも外来受診・照射は可能です

施設によっては

初診⽇に単回照射で

治療終了
（1回のみの通院で終了）

④ 地域連携室が連携窓口

地域医療連携室担当者が主に対応する場合
八尾市立病院

治療計画に従って放射線照射

https://www.jastro.or.jp/medicalpersonnel/palliative/kanwa_model.pdf，一部改変・追加

・初診日に単回照射で治療
終了のこともあり

・入院が必要となることも
あり

診療情報提供書で事前確認、
チェックシート項目にある内容
を記入。（チェックシートの記
入・画像診断は必須ではない）

紹介状持参

地域の在宅医

受診

必要な画像診断
放射線治療計画

患者・家族に説明

地域医療連携室担当者は、放射線治
療医と得られた情報を共有し、緩和
的放射線治療の適応があると判断さ
れた場合には、受診予約を行う

https://www.jastro.or.jp/medicalpersonnel/palliative/kanwa_model.pdf

